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ごあいさつ

　皆さまには、平素より大分県信用農業協同組合連合会（ J A大分信連）を

お引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。

　当会は、昭和23年に設立以来、大分県農業の振興と農家経済の安定向

上、地域社会の発展に貢献することを基本に、会員と密接に連携をしなが

ら、金融面から支援する地域金融機関として、着実な業務展開に努めてま

いりました。

　ここに、当会の経営方針、組織・業務の内容、2019年度の業況などにつ

いてご紹介するため、ディスクロージャー誌「 J A大分信連レポート」を作

成いたしました。

　本誌によって、皆さまの当会に対するご理解をより一層深めていただけ

れば幸いに存じます。

　当会におきましては、  J Aバンクの一員として社会的責任と公共的使命

を果たすため、リスク管理の徹底とコンプライアンス（法令等遵守）の実践

に取り組むとともに、収益基盤の拡充強化と経営の合理化・効率化に努め

てまいる所存でございます。

　今後とも、地域の皆さまに親しまれ、信頼されるJ A大分信連をめざし、

役職員ともども努力してまいる所存でございますので、なお一層のご支援、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年7月
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　｢ ＪＡ｣は農業協同組合の愛称です。
　 ＪＡグループは、地域段階の ＪＡ、都道府県段階の中央会・連合会、全国段階の中央会・連合会等で構成する
協同組織で、組合員並びに地域の利用者の皆さまに、便利で安心なグループとしてご利用いただけるよう、信用、
共済、経済、指導、厚生事業など様々な事業を行っております。
　そのうち貯金・為替・融資などの業務を行う信用事業は、便利で安心な金融機関としてご利用いただけるよう、全
国の ＪＡ・信連・農林中金（ ＪＡバンク会員）で「 ＪＡバンク」を構成し、実質的にひとつの金融機関として民間最大級
の店舗網を展開しています。
　 ＪＡバンク大分とは、大分県の ＪＡと信連とが信用事業を一体的に展開する仕組みです。

■ J Aグループ組織図

■ J Aバンク大分とは

　指導事業
●営農指導
●農政活動
●生活指導
　　　　他

　　　共済事業
●生命共済
●建物更生共済
●自動車共済
　　　　　　他

　厚生事業
●医療
●福祉事業
　　　　　他

　　経済事業
●農業用生産
　資材
●生活用品
●農畜産物販売
　　　　　　他

Ｊ Ａ大分中央会
Ｊ Ａ全農
大分県本部

Ｊ Ａ共済連
大分県本部

Ｊ Ａ大分厚生連

Ｊ Ａ全中 Ｊ Ａ全農 Ｊ Ａ共済連 Ｊ Ａ全厚連

　  信用事業
●貯金
●融資
●為替
●金融サービス
　　　　　　他

ＪＡの事業

組合員・利用者の皆さま

Ｊ　Ａ　グ　ル　ー　プ

ＪＡ大分信連
Ｊ Ａバンク大分

Ｊ Ａバンク

　ＪＡグループとJ A バンク

農林中金
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便利安心

　組合員・利用者の皆さまから一層信頼され、安心してご利用いただくための、「再編強化法(農林中央金庫及び特
定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律)」に基づき、 ＪＡバンク会員（ ＪＡ・信連・農林
中金）の総意として「 ＪＡバンク基本方針」を制定しています。
　この ＪＡバンク基本方針に基づき、全国の ＪＡ・信連・農林中金が一体的に事業運営に取り組む仕組みを「 ＪＡバ
ンクシステム」といいます。  ＪＡバンクシステムは、 ＪＡバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、民間
最大級の全国店舗網ときめ細かいお客様との接点を活かした金融サービス提供の充実・強化を目指す「一体的事業
運営」の２つの柱で成り立っており安心と便利をお約束する仕組みです。

　 ＪＡバンクは、 「破綻未然防止システム」と「貯金保険制度」により「 ＪＡバンク・セーフティネット」を構築し、 会員・
利用者の皆さまに、  より一層の「安心」をお届けしています。

■ Ｊ Ａ バンク・セーフティネット

組合員・利用者の皆さま

農林中金
（ J Aバンク中央本部）

信　　連
（J Aバンク県本部）

J　A

ＪA バンク・セーフティネット

破綻未然防止システム
破綻未然防止のための
ＪＡバンク独自の制度

貯金保険制度
貯金者等保護のための

公的な制度＋

連携
行　政

破綻時の支援
貯金保険機構

破綻未然防止の
支援J Aバンク

支援協会

不良債権の
管理・回収系統債権管理

回収機構

協力・連携
J A中央会

・J A等の経営状況のモニタリング
・J A等に対する経営改善指導
・Ｊ Ａバンク支援基金等による資本注入
 などのサポート等

・実質的に一つの金融機関として機
能するような運営システムの確立
・共同運営システムの利用
・全国どこでも統一された良質で高度
な金融サービスの提供

破綻未然防止システム

再編強化法…（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）

一体的事業運営

ＪＡバンク基本方針

J A バンク会員の経営健全性確保 金融サービスの提供の充実

■ ＪＡバンクシステム

　安心・便利の ＪＡバンク

農林中金への
指導権限の付与など
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■ 中期３カ年計画 ■ J Aバンク大分中期戦略

■ 年度計画

■ 当会の考え方

経営理念

　当会は、県下 ＪＡと一体となり、農業経済安定・向上を図る他、組合員の皆さま、地域の利用者の
皆さまのため、高度化、複雑化する金融ニーズに対応し、安心・便利にご利用いただける ＪＡバンク
を目指し事業に取り組んでいきます。

　年間の事業計画についても、各々策定しておりますが、当会においても「令和２年度事業計画書」を策定し、経
営理念・方針の実践に努めています。

●農業専門の地域金融機関として ＪＡとのネットワークを活かし、農業の振興と地域の活性化に積極
的に取り組みます。

●経済・金融情勢の変化に対しリスク管理を徹底し、収益基盤の拡充強化と経営の合理化・効率化に
努めます。

●公共的使命と社会的責任を果たすため、法令等遵守を徹底します。

経営方針

　 ＪＡバンク基本方針に基づく ＪＡバンク中期戦略を
実践するために、  ＪＡバンク大分中期戦略を策定し、
さらには信連経営３カ年計画を策定し実践しています。

　全国の総合戦略である、  ＪＡバンク中期戦略を基
本に策定した ＪＡバンク大分中期戦略では、県域で
の戦略を定め具体的な実践事項に取り組んでいます。

事業計画

J A大分信連

信連経営3カ年計画

大分県下 J Aレベル

J Aバンク大分
中期戦略

全国レベル

J Aバンク
中期戦略

農林中金

大分県下J A

預
け
金

利
益
還
元

補
完
機
能

預
け
金

利
益
還
元

補
完
機
能

J A 大分信連

信連経営3カ年計画

Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
基
本
方
針
に
基
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く
取
組
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■ コンプライアンス基本方針

■ 金融商品の勧誘方針

コンプライアンス体制

【コンプライアンス体制図】

経　営　管　理　委　員　会

理　　　　 　事　　　　 会

リスクマネジメント委員会

コンプライアンス検討会

コンプライアンス統括部署

監　　　　事

顧問弁護士等

内部監査部門

報告・連絡・相談

情報交換

内部監査

各部署　コンプライアンス担当者

　農業者及び地域の企業・住民の皆さまのための協同組織金融機関として、その社会的責任と公共的使命を自覚し地域の発

展に資するために、以下の「コンプライアンスにかかる基本方針」を定め遵守するとともに、役職員一人ひとりが自己責任原則

に基づいて日常の業務運営に取り組むためのコンプライアンス・プログラムを策定し実践します。

1.　当会の社会的責任と公共的使命の認識

　　当会のもつ社会的責任と公共的使命を認識し、健全か

つ適切な事業運営の徹底を図ります。

2.　会員等のニーズに適した顧客本位で質の高い金融等

サービスの提供

　　「 ＪＡバンクシステム」の一員として、お客さま本位のサ

ービス提供により、お客さまのニーズに応えるとともに、

市民生活や業務運営に脅威を与えるサイバー攻撃、自

然災害等に備えたセキュリティレベルの向上や災害時の

業務継続確保により質の高い金融及び非金融サービスの

提供並びに「 ＪＡバンク基本方針」に基づく指導等を通じ

て、県下 ＪＡ系統信用事業を支援することによりその役

割を十全に発揮し、会員・利用者及び地域社会の発展に

寄与します。

3.　法令やルールの厳格な遵守

　　すべての法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範

にもとることのない、公正な事業運営を遂行します。

4.　反社会的勢力の排除、テロ等の脅威への対応

　　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し

ては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底します。

また、国際社会がテロ等の脅威に直面しているなか、マ

ネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策の高度

化に努めます。

5.　透明性の高い組織風土の構築とコミュニケーションの

充実

　　経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、系

統内外とのコミュニケーションの充実を図りつつ、真に

透明な経営の重要性を認識した組織風土を構築します。

6.　職員の人権の尊重等

　　職員の人権、個性を尊重するとともに、健康と安全に

配慮した働きやすい環境を確保します。

7.　環境問題への取組み

　　資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するなど、

環境問題に積極的に取り組みます。

8.　持続可能な社会貢献活動への取組み

　　当会が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在で

あることを自覚し、 社会の一員として、地域社会等と連携

し、すべての人々の人権を尊重しつつ環境問題等の社会

的課題への対応に努め、社会と共に歩む「良き企業市民」

として、積極的に持続可能な社会貢献活動に取り組みます。

1.　お客様の商品利用目的並びに知識、経験、財産の状

況及び意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情

報の提供を行います。

2.　お客様に対し、商品内容や当該商品のリスク内容など

重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。

3.　不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実

でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような

説明は行いません。

4.　電話や訪問による勧誘は、お客様のご都合に合わせて

行うよう努めます。

5.　お客様に対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修

の充実に努めます。

6.　販売・勧誘に関するお客様からのご質問やご照会につ

いては、適切な対応に努めます。

　当会は、金融商品販売法の主旨に則り、貯金・定期積金、その他の金融商品の販売等にかかる勧誘にあたって以下の「金

融商品の勧誘方針」を定め遵守するとともに、お客様に対して適正な勧誘を行います。
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■ 利用者保護等管理方針

　当会は、農業協同組合法その他関連法令等により営む事業の利用者（利用者になろうとする者を含む。以下同じ。）の正当な利
益の保護と利便の確保のため、以下の「利用者保護等管理方針」を定め遵守します。また、利用者の保護と利便の向上に向けて
継続的な取組みを行っています。

苦情処理措置の概要
　当会では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、当会の業務に関するご相談及び苦情等を受け
付ける措置を講じております。

1.　相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、
必要に応じて会内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。

2.　相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得いた
だけるよう努めます。

3.　受け付けた相談・苦情等については、定期的に当会の経営陣に報告するとともに、会内において情報共有化を推進し、
苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。

　上記弁護士会の利用に際しては、 上記3の当会の相談・苦情等受付窓口または上記4の「一般社団法人 J Aバンク相談
所」（電話：03－6837－1359）にお申し出ください。
　なお、上記弁護士会に直接お申し立ていただくことも可能です。

1.　利用者に対する取引または金融商品の説明（経営相談
等をはじめとした金融円滑化の観点からの説明を含む。）
及び情報提供を適切にかつ十分に行います。

2.　利用者からの相談・苦情等については、公正・迅速・
誠実に対応（経営相談等をはじめとした金融円滑化の観
点からの対応を含む。）し、利用者の理解と信頼が得ら
れるよう適切かつ十分に対応します。
3.　利用者に関する情報については、法令等に基づく適
正かつ適法な手段による取得並びに情報の紛失、漏え

い及び不正利用等の防止のための必要かつ適切な措
置を講じます。
4.　当会が行う事業を外部に委託するにあたっては、利用
者情報の管理や利用者への対応が適切に行われるよう
努めます。

5.　当会との取引に伴い、当会の利用者の利益が不当に
害されることのないよう、利益相反管理のための態勢整
備に努めます。

【金融ＡＤＲ制度への対応】

当会の相談・苦情等受付窓口…貯金・為替関連 ： 事務集中課 097－538－6388　  下郷出張所 0979－56－3010
　　　　　　　　　　　　　　融 資 関 連 ： 融　資　課 097－538－6398　  農業融資課 097－538－6401
　　　　　　　　　　　　　　有価証券関連 ： 資金証券課 097－538－6406
上記のほか下記の連絡先でも受け付けます。
　 J A大分信連　リスク管理室　　097－538－6418
　 J A大分信連　ホームページ　　https://www.jabank-oita.or.jp/sinren/

受付時間：午前9時～午後5時（金融機関の休業日を除く）

一般社団法人 ＪＡバンク相談所　電話番号：03－6837－1359　　受付時間：午前９時～午後５時(金融機関の休業日を除く)

4.　「一般社団法人 J Aバンク相談所」でも、当会の業務に関するご相談・苦情をお受けしております。
　　なお、個別のお取引内容や手続き、貯金・融資等の具体的な条件・商品内容・手数料等のお問い合わせにつきましては、
「一般社団法人 J Aバンク相談所」ではお答えできないこともございますので、その際は当会の窓口にお問い合わせください。

／電話受付時間：月～金曜日（午前9時～午後7時）、土・日・祝日（午前9時～午後1時）
／電話受付時間：月～金曜日（午前9時～正午、午後1時～午後5時）
／電話受付時間：月～金曜日（午前9時～午後5時）

福岡県弁護士会紛争解決センター
・天神弁護士センター ： 092－741－3208
・北九州法律相談センター ： 093－561－0360
・久留米法律相談センター ： 0942－30－0144
※北九州法律相談センター、 久留米法律相談センターは、 土・日・祝日は受付していません。
※詳しくは、 各センターにご確認ください。

紛争解決措置の概要
　苦情などのお申し出については、当会が対応いたしますが、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希
望される場合は、紛争解決措置として次の弁護士会を利用できます。
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■ 個人情報保護方針

　当会は、利用者の個人情報及び個人番号等（以下「個人情報等」といいます。）を正しく取り扱うことが当会の事業活動の基本
であり社会的責務であることを認識し、以下の「個人情報保護方針」を定め遵守します。

■ 利益相反管理方針の概要

1.  対象取引の範囲
　　本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」
は、当会の行う信用事業関連業務または金融商品関連
業務にかかるお客様との取引であって、お客様の利益を
不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.  利益相反のおそれのある取引の類型
　　「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとお
りです。
　⑴お客様と当会の間の利益が相反する類型
　⑵当会の「お客様と他のお客様」との間の利益が相反する

類型
3.  利益相反の管理の方法
　　当会は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合
について、次に掲げる方法により当該お客様の保護を適
正に確保します。

　⑴対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門
を分離する方法

　⑵対象取引または当該お客様との取引の条件もしくは方
法を変更し、または中止する方法

　⑶対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害され

るおそれがあることについて、当該お客様に適切に開
示する方法（ただし、当会が負う守秘義務に違反しな
い場合に限ります。）

　⑷その他対象取引を適切に管理するための方法
4.　利益相反管理体制
　⑴当会は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利

益相反管理に関する当会全体の管理体制を統括する
ための利益相反管理統括部署及びその統括者を定め
ます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けな
いものとします。また、当会の役職員に対し、本方針
及び本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施
し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。

　⑵利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反
のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を実施
するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、
改善します。

5.　利益相反管理体制の検証等
　　当会は、本方針に基づく利益相反管理体制について、
その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に応じ
て見直しを行います。

　当会は、お客様の利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法及び関係するガイドラインに基
づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、「利益相反管理方針」（以下、「本方針」といいま
す。）を定め遵守します。

1.　関係法令等の遵守
　　当会は、 利用者の個人情報等を適正に取り扱うため
に、「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律」（以下「番号法」といいます。）をはじめとする関係法
令・ガイドライン等に加え、本保護方針に定めた事項及
び当会の諸規程を誠実に遵守します。

2.　利用目的
　　当会は、利用者の個人情報等の取扱いにおいて、利
用目的をできる限り特定したうえで、ご本人の個人情報等
を取得するに当たっては、その利用目的を通知、公表ま
たは明示するとともに、その利用目的の達成に必要な範
囲内において、これを取り扱います。

　　なお、番号法における個人番号等の利用等、特定の
個人情報等の利用目的が法令等に基づき別途限定され
ている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたし
ません。
　　当会の個人情報等の利用目的は、当会の本所及び出
張所に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しており
ます。
3.　適正な取得
　　当会は、個人情報等を取得する際には、適正かつ適
法な手段で取得します。

4.　安全管理措置
　　当会は、取り扱う個人情報等を利用目的の範囲内で正
確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、漏えい等
を防止するため、安全管理に関する必要かつ適切な措置
を講じ、従業者及び委託先（再委託先等も含みます。）を
適正に監督します。

5.　第三者への提供
　　当会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、
あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三
者に提供しません。
　　なお、個人番号等につきましては、番号法に限定的に
明記された場合を除き、第三者に提供いたしません。
6.　機微（センシティブ）情報の取扱い
　　当会は、ご本人の機微（センシティブ）情報（金融分野
における個人情報保護に関するガイドラインで定める情
報をいいます。）につきましては、法令等に基づく場合や業
務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた
場合などの同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得・利
用・第三者提供はしません。
7.　匿名加工情報の取扱い
　　当会は、匿名加工情報（個人情報を個人情報の区分に
応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別するこ
とができないように加工して得られる個人に関する情報で
あって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別す
ることができないようにしたものをいいます。）の取扱いに
つきましては、関係法令・ガイドライン等に則して、安全管
理に関する必要かつ適切な措置を講じます。
8.　開示・訂正等、利用停止等
　　当会は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人
からの開示、訂正等及び利用停止等のお申し出につきま
しては、迅速かつ適切に応じます。
9.　継続的な改善
　　当会は、取り扱う個人情報等の保護のための取組みを
継続的に見直し、その改善に努めます。
10.　苦情・ご意見・ご要望のお申し出
　　当会の個人情報等の取扱いに関する苦情・ご意見・ご要
望につきましては、誠実かつ迅速に対応します。
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1.  運営等
　　当会は、マネー・ローンダリング等防止及び反社会的
勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法令
等や政府指針を遵守するため、当会の特性に応じた態
勢を整備します。

　　また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指
導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止及び反
社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
2.  マネー・ローンダリング等の防止
　　当会は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実
施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特
定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

3.  反社会的勢力等との決別
　　当会は、 取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応
し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
4.  組織的な対応
　　当会は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を
行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
5.  外部専門機関との連携
　　当会は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁
護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を
行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社
会的勢力等と対決します。

1.　当会は、お客様からの新規融資や貸付条件の変更等の
申込みがあった場合には、お客様の特性及び事業の状況
を勘案しつつ、できる限り柔軟に対応するよう努めます。
2.　当会は、事業を営むお客様からの経営相談に積極的
かつきめ細かく取組み、お客様の経営改善に向けた取組
みをご支援できるよう努めます。

　　また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対
応能力の向上に努めます。

3.　当会は、お客様から新規融資や貸付条件の変更等の
相談・申込みがあった場合には、お客様の経験等に応じ
て、説明及び情報提供を適切かつ十分に行うように努め
ます。
　　また、お断りさせていただく場合には、その理由を可
能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。

4.　当会は、お客様からの、新規融資や貸付条件の変更
等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談及び苦情に
ついては、公正・迅速・誠実に対応し、お客様の理解と信
頼が得られるよう努めます。

5.　当会は、お客様からの新規融資や貸付条件の変更等
の申込み、事業再生ＡＤＲ手続の実施依頼の確認または
地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再
生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、

関係する他の金融機関等（政府系金融機関等、信用保証
協会等及び中小企業再生支援協議会を含む。）と緊密な
連携を図るよう努めます。
　　また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、
守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交
換しつつ連携に努めます。
6.　金融円滑化管理に関する体制
　　当会は、お客様からの上述のような申込みに対し、円
滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備して
います。
　　具体的には、
　⑴理事長以下、役員及び関係部長を構成員とする「リス
クマネジメント委員会」にて、金融円滑化にかかる対応
を一元的に管理し、組織横断的に協議します。

　⑵常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当会全体
における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。

　⑶「金融円滑化管理担当者」を設置し、金融円滑化の方
針や施策の徹底に努めます。

7.　当会は、 本方針に基づく金融円滑化管理態勢につい
て、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に
応じて見直しを行います。

■ 金融円滑化にかかる基本的方針

　当会は、農業協同組合を基本構成員とする協同組織の県域金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域
のお客様に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当会の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当会の担う公
共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め取り組んでいます。

■ 「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針

　当会は、 経営者保証に関するガイドライン研究会（一般社団法人全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局）が公表した
「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施しました。
　今後、お客様と保証契約を締結する場合、また、  保証人のお客様が本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられ
た場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めます。

■ マネー・ローンダリング等及び反社会的勢力等への対応に関する基本方針

　当会は、業務を行うにつきまして、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の金融サービスの濫用（以下、「マネー・ロー
ンダリング等」といいます。）の防止に取組みます。
　あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を
防止するための指針」（以下、 「政府指針」といいます。）等を遵守し、反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨みます。
　また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
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■ リスク管理方針

リスク管理体制

■ リスク管理体制

　会員・利用者の皆さまに安心して当会をご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、信頼性を高め
ていくことが重要です。
　このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスクマネジメント基本方針」
を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しています。
　また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク管理体
制の充実・強化に努めます。

　農業協同組合法第１１条の２で規定されている経営
の健全性確保を遵守するために、法令で定められた
要件に基づく規制資本に関するマネジメント（規制資
本管理）を実施するとともに、市場リスク、信用リスク
等の各種リスクを統合的に把握し、リスク量を経営体
力に見合う範囲内に収めるマネジメント（経済資本管
理）を実施しています。
　これらの実施状況を総合的に管理するためにリスク
マネジメント委員会を定期的に開催し、リスク情報の
共有化と適切なリスク対応を検討・協議しています。
　また、資金動向や収益管理については、  ＡＬＭ委員
会で協議・決定し経営の安定化に努めています。

市場リスク　

　金利、 有価証券等の価格、 為替等の様々な市場のリス

ク・ファクターの変動により保有する資産・負債の価値が変

動することで損失を被るリスクをいいます。

信用リスク

　信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減

少ないし消失することで損失を被るリスクをいいます。

流動性リスク

○資金繰りリスク

　財務内容の悪化等により、 必要な資金が確保できなくな

り、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常より

も著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損

失を被るリスクをいいます。

○市場流動性リスク

　市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、

通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることに

より損失を被るリスクをいいます。

オペレーショナル・リスク　

　業務の遂行に伴って受動的に発生するリスクをいいます。

○リスクの発生そのものが統制活動の対象となるリスク

　業務戦略、組織体制やコンピュータシステム等の統制機

能、経営方針や手続きの遵守及び管理ミスや詐欺に関して

発生するリスクをいいます。

○リスク発生後の対応が統制活動の対象となるリスク

　マクロ経済や政策問題、法律や規制要因、金融業界のイ

ンフラシステム等の業務運営環境から発生するリスク、及び

外生的な事象から発生し、業務遂行に伴って発生するリスク

をいいます。

理　　　　　事　　　　　会

リスクマネジメント委員会 A L M 委 員 会

リスク管理関連(リスク管理担当部署) ＡＬＭ関連(企画管理担当部署)
内
部
監
査(

内
部
監
査
部
署)

監　
　
　

事

ＡＬＭ部会(企画管理担当部署)

各　部　署

経　営　管　理　委　員　会
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内部管理体制

■ 審査体制

■ 内部監査体制

　与信管理の運営にあたって、貸出審査の強化のために貸出の二次審査部署を設け、与信審査や信用格付審査な
ど厳正な審査を行っています。

　内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業務の遂行状況を内部管
理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に
努めています。
　また、内部監査は、当会の全部門を対象とし、年度計画に基づき実施しています。監査結果は常勤役員に報告し
たのち被監査部門に通知し、定期的に被監査部門の改善取組み状況をフォローアップするとともに、監査結果の概
要を定期的に理事会・経営管理委員会に報告しています。特に重要な事項については、直ちに常勤役員に報告し、
速やかに適切な措置を講じています。

■ 資産の自己査定

　適正な自己査定を実施すべく｢自己査定要領｣等を制定し、一次査定部署、二次査定部署において厳格に査定を
実施しています。
　また、 「資産の評価及び償却・引当要領」に基づき、将来に備えて必要な引当を行っています。

■ 業務の適正を確保するための体制

　当会は、農業者の協同組織を基盤とした金融機関としての基本的使命と社会的責任を果たしていくために、経営
管理態勢の構築を経営の最重要課題として位置付けるとともに、企業倫理および法令等の遵守、適切なリスク管理
その他業務執行の適正性を確保するため、以下のとおり内部統制システム基本方針を策定し、当会の適切な内部統
制の構築・運用に努めています。

１．理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　⑴当会の基本理念及びコンプライアンスに関する基本方針を定め、役職員は職務上のあらゆる場面において法令・
規則、契約、定款等を遵守する。
　⑵重大な法令違反、その他法令及び諸規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監事に報告す
るとともに、理事会等において協議・検討し、速やかに是正する。
　⑶内部監査部署は、内部統制の適切性・有効性の検証・評価を行う。監査の結果、改善要請を受けた部署は、速
やかに必要な対策を講じる。
　⑷反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
　⑸当会の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等が相談もしくは通報を行うこと
ができる制度(ヘルプライン)を適切に運用し、法令違反等の未然防止に努める。
　⑹監事監査、内部監査、会計監査人が密接に連絡し、適正な監査を行う。

【内部統制システム基本方針】
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２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　⑴文書・情報の取扱いに関する方針・規程に従い、職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。
　⑵個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切かつ安全に保存、管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　⑴認識すべきリスクの種類を特定するとともに管理体制の仕組みを構築し、リスク管理の基本的な態勢を整備する。
　⑵理事は当会のリスクを把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から事前ないし事後に適切な対応を
行い、当会経営をとりまくリスク管理を行う。

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　⑴職制、機構、業務分掌、指示命令系統を明文化し、役職員の職務執行を効率的に遂行する。
　⑵中期経営計画及び同計画に基づく部門別事業計画を策定し、適切な目標管理により、戦略的かつ効率的な事業
管理を行う。

５．監事監査の実効性を確保するための体制
　⑴監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性を確保するための体制を整備する。
　⑵監事が効率的・効果的監査を遂行できるよう支援する。
　⑶理事や内部監査部署等は監事と定期的な協議、十分な意思疎通をはかることにより、効率的・効果的監査を
支援する。

６．当会における業務の適正を確保するための体制
　各業務における規程やマニュアル、業務フロー等の管理態勢を整備し、適正かつ効率的に業務を執行する。

７．財務情報その他当会情報を適切かつ適時に開示するための体制
　⑴会計基準その他法令を遵守し、経理規程等の各種規程等を整備し、適切な会計処理を行う。
　⑵適時・適切に財務報告を作成できるよう、決算担当部署に適切な人員を配置し、会計・財務等に関する専門性を
維持・向上させる人材育成に努める。
　⑶法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適時・適切な開示に努める。
　⑷財務諸表の適正性、  財務諸表作成にかかる内部監査の有効性を確認し、その旨をディスクロージャーに記
載する。
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■ 2019年度の事業の概要

　わが国の景気は、雇用・所得環境が安定していることから緩やかな回復基調であったが、新型コロナウイルスの
感染拡大により経済情勢が急速に悪化して、個人消費は宿泊・飲食業などの利用客急減を受け「弱い動き」となり、
中国の生産・物流停止の影響などを受けて輸出入にも鈍化傾向がみられ、戦後最長とみられる景気拡大が既に終わ
り、景気後退局面入りしていることが確実な情勢となった。また、金融情勢については、日銀は金融緩和姿勢を崩し
ていないものの、新型コロナウイルスの影響を受けた経済対策による国債増発懸念や、株価急落を補うための金融
機関による債券売却から、低位であるが長期金利がプラス圏に浮上する場面があった。
　農政については、2014年に始まった５年間の農協改革集中推進期間が2019年5月に終了し、農水省は ＪＡの
自己改革に一定の進捗がみられたと評価した。しかし、規制改革推進会議第５次答申では、引き続き農業所得の
向上、 信用事業の健全な持続性等を課題とし、農協改革集中推進期間後も ＪＡの自己改革の継続は求められて
いる。
　また、前年度に発効したＴＰＰ（環太平洋連携協定）、  ＥＵ（欧州連合）とのＥＰＡ（経済連携協定）に加え、日米貿易
交渉の合意発効により日本農業における市場開放が拡大した。
　県下の農業情勢については、2019年産水稲は、夏場の低温と日照不足、9月以降の病害虫トビイロウンカの
大発生により、作況指数が13年ぶりに「不良」の85となった。また3月には、新型コロナウイルスの県内感染者が
確認されたことを受けて、同ウイルスの影響で農家の農業収入が減った場合に備え、利子補給と保証料を ＪＡグル
ープ大分として負担する、独自の支援策を創設した。
　このような情勢のなか、当会は、信連経営３ヵ年計画書（2019年度～2021年度）・ ＪＡバンク大分中期戦略
（2019年度～2021年度）の初年度にあたり、「組合員・利用者目線による事業対応の徹底」「持続的な収益構造の構
築」の実現に向け、既往施策に加え、新たに４つの施策（「農業・地域の成長支援」「貸出の強化」「ライフプランサポ
ートの実践」「組合員・利用者接点の再構築」）を実践し、事業方針に沿った業務への取組みにより経営の健全化・安
定化に努めた。
　県下 ＪＡにおいても、県域が一体となった変革の実現に向けて、中期戦略に定めた重点実践事項への取組みを
強化し実践した。

■ ＪＡバンク大分中期戦略の取組状況

　ＪＡの自己改革の継続実施に加え、組合員等の満足度をさらに向上させ、地域において一層必要とされる存在と
なるため、県域が一体となった変革の実現に向けて、既往施策に加え、新たに次の４つの重点実践事項に取り組
んでいます。

■ 主な事業の概要

1．農業・地域の成長支援
　①　農業所得向上および農業者の満足度向上
　②　食農バリューチェーン構築による農業・地域の
　成長支援

　③　ＪＡ営農・経済事業の成長・効率化戦略

2．貸出の強化
　①　農業資金・生活資金の対応力強化
　②　貸出実施体制の整備・強化
　③　人材育成
　④　貸出業務の標準化およびインフラ整備

3．ライフプランサポートの実践
　①　資産形成・資産運用提案に不可欠な投資信託
　を活用したライフプランコンサルティングの実践

　②　ライフイベントセールスを通じた利用者基盤の
　維持

4．組合員・利用者接点の再構築
　①　ハードチャネル再編
　②　新たな推進態勢の構築
　③　非対面チャネルの強化
　④　農業と地域・利用者をつなぐ金融サービスの提
　供・地域貢献
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■ 最近の5事業年度の主要な経営指標

2018年度
5,447　
1,438　
1,329　
15,509　

（387,748）
28,148　
540,410　
503,327　
58,368　
153,601　

464　
155　
308　
85　

13.21　

2017年度
5,597　
1,710　
1,565　
15,599　

（389,999）
27,427　
539,724　
504,480　
56,365　
152,425　

492　
155　
336　
92　

15.61　

2016年度
5,083　
1,405　
1,264　
15,599　

 （389,999）
26,535　
505,950　
472,935　
58,151　
149,964　

372　
155　
216　
93　

15.87　

2015年度
4,988　
1,256　
1,210　
15,600　

（390,003）
27,318　
493,948　
460,485　
55,565　
148,742　

364　
156　
208　
93　

17.09　

2019年度
5,578　
1,403　
1,347　
15,509　
(387,748)
27,033　
527,090　
487,893　
58,173　
142,576　

463　
155　
308　
82　

13.52　

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 剰 余 金
出 資 金
（ 出 資 口 数 ）
純 資 産 額
総 資 産 額
貯 金 等 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
剰 余 金 配 当 金 額
　・普通出資配当額
　・事業分量配当額
職 員 数
単体自己資本比率

項　　　目
（単位：百万円、口、人、％）

（注）「単体自己資本比率」は、 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成18年金融庁・農林水産省告示第2号）に基づき算出
　　 しております。

■ 貯金

　県下 ＪＡ、連合会及び地方公共団体・個人・法人よ
り積極的な資金調達に努めた結果、貯金残高は、当
期首比155億円減少し4,878億円になりました。

■ 貸出金

　農業専門金融機関、地域金融機関として農業・系統
関連企業・地場優良企業・地方公共団体等の貸出に努
めた結果、貸出金残高は、当期首比2億円減少し
581億円になりました。

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2016.3

4,8785,033

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

（単位：億円）

5,044

800

600

400

200

0
2016.3

581555 563 583

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

（単位：億円）
貸出金残高

貯金残高

4,604 4,729

581



OITA SHINREN  REPORT 2020

15

■ 有価証券

　日銀のマイナス金利政策による金利低位推移や、新
型コロナウイルス感染拡大により株価や不動産投資信
託等が急激に下落するなど厳しい運用環境のなか、期
間収益の確保、及びポートフォリオの改善に努めた結
果、有価証券残高は、当期首比110億円減少し1,425
億円になりました。

■ 損益の状況

　当年度の経常収益は、前期比2.4％増加しました。
　また、当期剰余金は1,347百万円で、当期未処分
剰余金は1,512百万円となりました。

有価証券残高

当期剰余金

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

（単位：億円）

（単位：百万円）

1,4251,487 1,536

1,264

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

1,524

1,565

1,329 1,347
1,210

1,499
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　当会は、大分県下を事業区域として、農業団体を中心とした地域の方々に相互扶助を共通の理念として運営する協
同組合であり、地域農業の活性化に資する地域金融機関です。
　今日、企業は業務だけではなく、よりよい地域社会作りに積極的に関わらなければなりません。当会は、組合員・利
用者の皆さまの経済的・社会的発展を目指し ＪＡと共に信用事業を通じて最善をつくしています。

■ 地域貢献に対する当会の考え方

■ 地域貢献情報

貯金キャンペーン
令和１年  7月～  8月　サマーキャンペーン2019
令和１年11月～12月　ウィンターキャンペーン2019
を実施しました。
　キャンペーン中は、チラシ以外に、  ＴＶ、新聞などの
媒体を活用し積極的にＰＲを行い多くのご契約をいただ
きました。

ローンキャンペーンの実施
　県下 ＪＡの統一企画として「 ＪＡローン県下統一キャ
ンペーン」を実施しました。
　キャンペーン期間中は引下げ金利を設け、利用者の
皆さまからご好評をいただきました。

ＪＡ年金ふれあいキャンペーン
ＪＡ年金なかよしキャンペーン
ＪＡ年金感謝デー
　ＪＡで新規お受取り、お受取りのご予約の方へ先着
でプレゼントを差し上げる ＪＡ年金ふれあいキャンペ
ーンと ＪＡで年金を受給中の方から紹介いただき、
キャンペーン応募者の中から抽選で賞品をプレゼン
トする ＪＡ年金なかよしキャンペーンを実施し、年金
友の会の会員の拡大を進めています。
　さらに、 ＪＡで年金をお受取りの皆さまに、6･10･2
月の年3回合計約36,000本の賞品を差し上げる、
お楽しみ抽選会を年金感謝デーとして実施し喜ばれて
います。

　当会の資金は、その大半が会員である県下 ＪＡ
からお預かりした、大切な財産である「貯金」を財
源としていますが、地方公共団体・関連団体・企業・
地域の皆さまからも幅広くご利用いただいています。
　県下 ＪＡの組合員・利用者の方々によりご利用い
ただくため各種キャンペーン等を企画・実施しました。

■ 地域からの資金調達状況

貯金残高
2018年度
475,013
13,189
15,123
503,327

2019年度
469,313
4,307
14,273
487,893

県下 J A
地方公共団体
その他
　合　　計

（単位：百万円）
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■ お客さま本位の業務運営に関する取組み方針

　県内 ＪＡやその関係団体への融資をはじめ、
地域の農業者・事業主の皆さま・地方公共団体等
にご利用いただいています。
　当会は、県下 ＪＡとの連携の下、 ＪＡ信用事業
強化の支援を行うとともに地域社会の発展に努め
ています。

■ 地域への資金供給状況

貸出金残高
2018年度

994
21,884
35,488
58,368

2019年度
919

21,190
36,063
58,173

県下 J A
地方公共団体
その他
　合　　計

　ＪＡグループは、食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、助け合いの精神のもとに、持続可能な農業
と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念として掲げています。
　当会では、この理念のもと、2017年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択す
るとともに、組合員・利用者の皆さまの安定的な資産形成に貢献するため、以下の取組方針を制定いたしました。
　今後、本方針に基づく取組みの状況を定期的に公表するとともに、よりお客さま本位の業務運営を実現するため
本方針を必要に応じて見直してまいります。

1．お客さまへの最適な商品提供
　　お客さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく、社会情勢や手数料の水準等も踏まえた
うえで、お客さまの多様なニーズにお応えできるものを選定します。
2．お客さま本位のご提案と情報提供
　　⑴お客さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的に合わせて、お客さまにふさわしい商品をご提案いたします。
　　⑵お客さまの投資判断に資するよう、商品のリスク特性・手数料等の重要な事項について分かりやすくご説明し、

必要な情報を十分にご提供します。
　　⑶お客さまにご負担いただく手数料について、お客さまの投資判断に資するように、丁寧かつ分かりやすい説

明に努めます。
3．利益相反の適切な管理
　　お客さまへの商品選定や情報提供にあたり、お客さまの利益を不当に害することがないように、 「利益相反管理
方針」に基づき適切に管理します。
4．お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築
　　研修による指導や資格取得の推進を通じて高度な専門性を有し誠実・公正な業務を行うことができる人材を育
成し、お客さま本位の業務運営を実現するための態勢を構築します。

（単位：百万円）
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金融円滑化実施状況
2019年度

130

125
0
0
5

2018年度

126

121
0
0
5

貸付けの条件の変更等の申込みを
受けた貸付債権の件数
うち、  実行に係る貸付債権の件数
うち、  謝絶に係る貸付債権の件数
うち、  審査中の貸付債権の件数
うち、  取下げに係る貸付債権の件数

（単位：件）

■ 地域密着型金融への取組み（中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み含む）

「農業金融センター」の役割発揮
　当会では、農業専門の地域金融機関として、 ＪＡ・信連・農林中金が連携し、農家組合員・集落営農組織・農業法人
への訪問を通じ、多様な資金ニーズに応えるべく金融対応力強化に取り組んでいます。
　また、県下 ＪＡに農業金融サービスの提供窓口として資金相談・農業経営相談等の役割を担うため、農業融資の実
務に即した資格を持つ「農業金融プランナー」や、農業融資の実務リーダーである「担い手金融リーダー」を配置し、担
い手の相談等に対応できる体制を整備しています。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況
　当会は、農業者の協同組織金融機関として、 「健
全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客
様に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を
「最も重要な役割のひとつ」として位置づけ、お客様
からのお借入れ条件の変更等のご相談やお申込み
に柔軟に対応するよう、また、お客様からの経営相
談に積極的かつきめ細かに対応し、お客様の経営
改善への取組みをご支援できるよう努めました。
　「中小企業金融円滑化法」は平成25年3月末に
期限を迎えましたが、引き続きこれまでと同様に真
摯かつ丁寧に対応します。

農業者の所得増大・農業生産の拡大等に向けた取組み
　ＪＡ自己改革の基本目標として掲げる「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の実現に向け、中央
会が設置した担い手サポートセンターとも連携し、担い手の経営支援に取り組んでいます。
　また、独自支援策として、農業近代化資金等の借入時に必要となる保証機関に対する保証料の全額助成を実施し
ています。

農業関連資金への利子補給事業の取組み
　農林中金と連携し、厳しい経営環境に直面する農業の担い手に対して借入負担の軽減を図ることで、農業経営を
バックアップし、成長に向けた支援を行うことを目的に、農業関連資金に対して利子補給を行っています。

農業の経営支援に関する取組み
　当会では、農業者の経営高度化の取組みとして、農業法人の経営者等を対象に、 「 ＪＡバンク大分農業経営者セミ
ナー」を開催し、経営課題の解決に向けた情報提供を行っています。
　また、農畜産物の付加価値向上応援に向けた取組みとして、関係機関と連携した商談会の開催や、農林中金とも
連携したビジネスマッチングの提案を行っています。

新型コロナウイルス感染症に関する農業者への取組み
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者に対して、資金の円滑な融通等が図れるよう、令和2年3月より
相談窓口を設置し、セーフティネット資金等を活用した資金繰り支援を行っています。
　また、農業者の借入負担軽減を目的に、農林中金、県内連合会と連携し、 ＪＡが取り扱うコロナウイルス対策資金
に対して利子補給および保証料助成を行っています。

件数件数

※件数は、  法施行（平成21年12月）から各期末までの累積実績です。
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年金相談会
　高齢化社会を迎え、年金受給者は大幅に増加してい
ます。当会は県下 ＪＡとともに地域福祉活動の一環とし
ての年金無料相談会を開催し、新規に年金を受取られ
る組合員等地域の皆さまへの受給手続き相談、もらい
忘れ年金の相談等を社会保険労務士と提携して積極的
に取り組んでいます。2019年度は117回開催しました。

ＪＡバンク大分ローン相談会
　地域の皆さまのローンニーズにお応えするため、 ＪＡ
バンク大分ローン相談会を年２回開催しました。
　また、子育てや育児・健康に関する様々な情報を発
信する「子育て応援 すこやか家族博覧会」等の様々な
イベントに ＪＡグループ大分で協賛し、ローン相談ブ
ースを設け相談に応じました。

■ 文化的・社会的貢献活動に関する事項

　当会は、大分県農業の振興と地域社会の発展に頁献することを基本に、地方公共団体・関係団体と連携して地域に
密着した活動を展開しています。
　当会は、地域の皆さまに親しまれる金融機関をめざし、金融サービス等を通じて、地域の振興と地域文化の発展に
寄与したいと考えています。

農業融資相談会
　8月7～8日、2月12～13日に開催された農機フ
ェアにおいて、 ＪＡと共同で農業融資相談コーナーを
設け、農業者や農業を始める方に対して、農機具等の
購入にかかる資金の融資に関する相談に応じました。

相続セミナー・相続相談会
　当会との契約先である「一般社団法人 相続・事業承
継研究所」の税理士による相続セミナー・相続相談会を
2019年度は、2回開催しました。
　税理士による相続セミナーでは、相続の基本から、
昨今の相続問題への対策など多くの内容があり、その
後、相談希望者には個別に相談者の立場に立った親
身なやり取りが行われていました。
　エンディングノートを受講者に配布しましたが、多く
の方々がエンディングノートの大切さを実感していただ
き、相続セミナーを機会に相続に対し、考えるきっかけ
となったと大変好評でした。

ⓒ長谷川町子美術館
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年金友の会スポーツ大会
　県下 ＪＡとともに、年金受給者を対象としたゲート
ボール・グラウンドゴルフ大会の開催など各種行事を
通じて、地域の皆さまの融和と健康増進、心身の育
成に貢献しています。
　2019年度は、県大会を11月7日に開催し、約
430名の会員の方々により白熱した試合が繰り広げら
れました。

「花の種」寄贈・配布
　地域・社会貢献の一環として、交通安全意識の高揚
と、明るくきれいな町づくりと植物を栽培することによ
り“育てる”ことの重要性を醸成するため、農林中央金
庫大分支店、 ＪＡおおいたと共同で「花の種」を大分
県交通安全協会へ寄贈し警察職員等と一緒に街頭で
配布を行いました。

補助教材贈呈
　ＪＡバンク大分では、平成20年度より、食農教育の
一環として、教材本を贈っています。子供たちに農業の
大切さを学んでもらうため、県下の小学校5年生を対
象に11,000冊を大分県教育長に贈呈しました。

ボランティア活動
　役職員によるボランティア活動として、農業会館周辺
や大分川河川敷の清掃活動等を通じて地域社会に貢
献しています。
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■ 為替・決済業務

■ 貯金業務

種　　　類 期　　　間 預　入　単　位
定めなし
定めなし
定めなし
定めなし
定めなし（ただし、 7日間の据置期間が必要）
1カ月以上10年以内
1カ月以上10年以内
1カ月以上3年以内
1年、2年、3年
最長5年
定めのあるものと定めのないものがあります。
3年以上
5年以上
5年以上
6カ月以上10年以内
1週間以上5年以内

1円以上1円単位
1円以上1円単位
1円以上1円単位
1円以上1円単位
5万円以上1円単位
1円以上1円単位
1,000万円以上1円単位
1円以上300万円未満1円単位
1円以上1円単位
1円以上1,000万円未満1円単位
1回あたり1円以上1円単位
1回あたり1円以上1円単位
1回あたり1円以上1円単位
1回あたり1円以上1円単位
1回あたり1,000円以上1円単位
1,000万円以上1円単位

当 　 座 　 貯 　 金
普 　 通 　 貯 　 金
総 合 口 座
貯 蓄 貯 金
通 知 貯 金
スー パ ー 定 期 貯 金
大 口 定 期 貯 金
期 日 指 定 定 期 貯 金
変 動 金 利 定 期 貯 金
据 置 定 期 貯 金
積 立 定 期 貯 金
一 般 財 形 貯 金
財 形 年 金 貯 金
財 形 住 宅 貯 金
定 期 積 金
譲 渡 性 貯 金

　当会は、 貯金、 貸出、 為替などいわゆる金融業務といわれる内容の業務を行っています。この信用事業は、 ＪＡ・信
連・農林中金という３段階の組織が一体的に結びつき、 「 ＪＡバンク」として大きな力を発揮しています。

　当会の資金につきましては、当会の会員である県下 ＪＡからの貯金で占められていますが、地方公共団体・関連団
体・企業・地域の皆さまからも幅広くお預かりいたしております。
　普通貯金、総合口座、当座貯金、定期貯金、定期積金などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせてご利用いた
だけます。
　日本銀行歳入金の取り扱いをはじめ、大分県及び大分市等の収納代理金融機関として各種税金等の収納事務も行
っております。また、電気・電話・ＮＨＫなど各種公共料金のお支払いにもご利用いただけます。

　当会は、全国内国為替制度加盟金融機関として、振込・送金・代金取立の内国為替業務を行っています。
　また、 県下 ＪＡの為替制度の運営や年金等口座振込及び各種口座振替業務にともなう資金決済業務を行っています。

（注）上記商品の詳細は窓口へお問い合わせください。

【主な貯金商品】 

■ 業務のご案内
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日本政策金融公庫
住宅金融支援機構

■ 貸出業務

■ 受託貸付業務

農業近代化資金、農山漁村女性・若者活動支援資金等の各種制度資金をお取り扱いしています。

種　類

一般資金 25年以内

30年以内

制度資金

賃貸住宅
資　　金

お使いみち ご融資金額 ご融資期間 担保・保証

農業関連産業をはじめ、県内に事務所のある
一般企業の皆さま方にご利用いただけます。設
備資金、運転資金等幅広くご利用いただけます。ご相談に応じ

て決定してい
ます。 

原則として必要となります
が、ご相談のうえ決定し
ています。

必要に応じ大分県農業
信用基金協会の保証、
賃貸住宅等の担保。

会員 ＪＡの組合員が行う賃貸住宅の建設等に
必要な資金。

金融機関等 資    金    名
農業経営基盤強化資金、  農業基盤整備資金、  農業改良資金、  教育資金等
ＪＡ大分フラット35（住宅金融支援機構買取型）

　農業関連団体、地域の企業、地方公共団体等への融資を通じて、地域社会の発展のお手伝いをさせていただい
ております。
　県内で調達した資金を農業の振興や地域社会の発展に活用していただくよう協力することが、私ども地域金融機関
の役割です。
　そのために、農業関連貸出はもとより、地元企業の皆さまのニーズにお応えするため、運転資金・設備資金など、
多様なニーズにお応えできるよう努めます。
　当会は、農業及び農業関連団体向けの貸出はもとより、地域社会発展のため、地元企業及び地方公共団体等へ
の様々な用途の資金をご用意しています。
　手形貸付、証書貸付、当座貸越、手形割引による設備・運転資金の貸出業務及び債務の保証の取扱いを行って
います。また、大分県信用保証協会の保証制度もご利用いただけます。

　担い手（認定農業者）に対する農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）や教育資金等の長期低利資金を、日本政策
金融公庫の受託業務として取り扱っています。

　また、  住宅建設・購入資金として、  長期固定金利の ＪＡ大分フラット35（住宅金融支援機構買取型）を取り扱っています。

■ 余裕金運用業務

　当会がお預かりした貯金は、貸出金として運用するほか、有価証券（国債や株式等）の保有及び農林中金への預け
金等により、安全かつ効率的な運用を行っています。
　有価証券運用については、リスクとリターンを考慮し、国内債券による運用が中核となっています。
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■ 金融推進業務 ■ 研修相談業務

【その他の商品・サービス】

商品・サービス 内　　　　　　　　　容

商品・サービスご利用にあたっての留意事項
上記商品やサービスにつきましては、それぞれの商品やサービスの特色を店頭でおたずねいただくなど、ご確認のうえご利用ください。

ＪＡキャッシュサービス

Ｊ Ａ カ ー ド

自 動 受 取 サ ー ビ ス

自 動 支 払 サ ー ビ ス

ファ ー ム バ ン キ ン グ

インターネットバンキング

定 時 自 動 送 金

定 時 自 動 集 金

当会のキャッシュカードで全国の ＪＡ・銀行・信金・信組・労金・セブン銀行・(株)
イーネット（ファミリーマート、ミニストップ）・(株)ローソン・エイティエム・ネットワ
ークス（ローソン）・ゆうちょ銀行等のＡＴＭで、現金のお引き出し、残高照会等が
ご利用いただけます。

給与・賞与・年金・農産物代金などがご指定の口座に自動的に振り込まれますの
で、安全・確実です。

電気・電話・NHK等公共料金のほか、高校授業料、各種クレジット代金などご指
定の貯金口座から自動的にお支払いしますので、振込の煩わしさが解消されます。

お客様（法人・団体）のＯＡ機器により、 リアルタイムで残高照会、入出金明細照
会、さらに振込や振替が簡単、便利にできます。

お客様のパソコンやモバイル端末（携帯電話等）により、 リアルタイムで残高照
会、入出金明細照会、さらに振込や振替が簡単、便利にできます。

毎月決まった日に、決まった金額を、決まった振込先に自動的に振り込みます。
学費の仕送りや家賃、駐車料金などの振込に便利です。

毎月一定日に指定した口座より引落し、  指定した口座へ自動入金します。

ＶＩＳＡ及びＭａｓｔｅｒＣａｒｄと提携し、国内はもちろん海外の加盟店でショッピング、
旅行、レジャーなどにご利用いただけます。また、全国の ＪＡや提携カード会社
のＡＴＭでキャッシングサービスをご利用いただけます。 ＩＣキャッシュカードと ＪＡ
カードが１枚になった ＪＡカード≪一体型≫もございます。

　県下の ＪＡ信用事業を支援・指導する機関として、新
商品の開発、 ＪＡ信用事業の企画・研修を行っています。

　ＪＡからの法律・税金・年金等に関する相談対応のほ
か、 ＪＡ職員を対象とした各種研修会を実施し、人材
育成に努めています。
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手数料一覧表

取引区分 項　目 詳細項目 同一所内本支所間

取引区分 項　目 詳細項目

残高証明書

金　額

他 金 融
機 関 宛

系統金融
機 関 宛

【内国為替の手数料】 

【貯金・融資等の手数料】 

法人向け
インターネットバンキング

ご利用サービス 月額利用料
【その他の手数料】 

振 込 手 数 料

送 金 手 数 料

代 金 取 立
手 数 料（隔 地 間）

その 他 諸 手 数 料

電 信 扱 い

文 書 扱 い

普 通 扱 い
　（送 金 小 切 手）　
至 急 扱 い
普 通 扱 い
振 込、送 金 の 組 戻 料
不 渡 手 形 返 却 料
取 立 手 形 組 戻 料
取立手形店頭呈示料

その他特殊扱手数料

貯 金 通 帳
貯 金 証 書
　 Ｉ Ｃ 　
J Ａ カ ー ド 一 体 型

そ の 他 証 明 書
（所 定 外 様 式）
小 切 手
自 己 宛 小 切 手

紙 幣・硬 貨 両 替
（合 計 枚 数 の 手 数 料）

再 発 行 手 数 料

キャッシュカード
発 行 手 数 料

各 種 証 明 書
発 行 手 数 料

小 切 手 等
発 行 手 数 料

両 替 手 数 料

口 座 振 替 手 数 料

個 人 情 報 開 示

（ただし、1,100円を超える取立経費を要する場合はその実費を徴する。）

1,100円
1,100円
1,100円
660円
330円

2,200円

1,100円

660円
550円
無料
110円
220円
330円
440円
550円
660円
770円
880円
990円
1,100円
220円
110円
55円
880円

お客様の都合による再発行（盗難、紛失等）
お客様の都合による再発行（盗難、紛失等）

１通につき

１通につき

１通につき

１冊につき
１枚につき

   1  ～     100 
101  ～     200 
201  ～     300 
301  ～     400 
401  ～     500 
501  ～     600 
601  ～     700 
701  ～     800 
801  ～     900 
901  ～  1,000 

               1,001  ～  2,000　千枚ごとに     

1件につき

（注）1．上記手数料は、当会の主な手数料となっております。詳細は窓口へお問い合わせください。
　　2．上記金額には、消費税等が含まれています。
　　3．郵送による場合は実費を徴収します。
　　4. ファームバンキングのご利用に際しては、月額利用料が必要となります。

（2020年4月1日現在）

所 定 様 式
所 定 外 様 式
（監査法人等）

窓口扱い
媒体等
法人I B

窓口ご利用の場合
　3万円未満１件につき
　3万円以上１件につき

660円
880円

330円
550円

220円
440円

220円
440円

振込機（ATM）およびファームバンキングご利用の場合
　3万円未満１件につき
　3万円以上１件につき

440円
660円

110円
330円

110円
110円

110円
110円

インターネットバンキング（個人）および定時自動送金ご利用の場合
　3万円未満１件につき
　3万円以上１件につき

330円
440円

110円
330円

無料
無料

無料
無料

インターネットバンキング（法人）ご利用の場合
　3万円未満１件につき
　3万円以上１件につき

440円
660円

110円
330円

無料
無料

無料
無料

660円
880円

330円
550円

880円
660円

660円

880円
660円

660円

1,100円
1,100円
1,100円
1,100円

3万円未満１件につき
3万円以上１件につき

1件につき

1通につき
1通につき
1件につき
1件につき
1件につき
1件につき

実費

1,100円
3,300円

基本サービス（照会サービス、振込サービス）
基本サービス＋伝送サービス（データ伝送、ファイル伝送）
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■ 会員数

■ 役　員

■ 職　員

■ 機構図

■ 信連の概要

区　分
正　会　員
准　会　員
合　計

2019年3月末
12
47
59

2020年3月末
12
47
59

区　分
職　　員

2019年3月末
85

2020年3月末
82

■会　長
　壁　村　雄　吉
■副会長
　義　経　隆　美

■経営管理委員
　村　上　　潔
　門　脇　利　男
　宮　園　　稔
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理事会　■代表理事理事長
　　　　　垣　迫　秀　明
　　　　■常務理事
　　　　　後　藤　文　生　　　古　本　修　一

経営管理委員会

監事会　■代表監事
　　　　　片　倉　恭一郎
　　　　■監　事
　　　　　麻　生　俊之輔 

■員外監事
　赤　峰　数　義
■常任監事
　　幸　　和　宏
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■ 店舗等のご案内

　該当する取引はありません。

■ 特定信用事業代理業者の状況

店舗一覧

協同会社

自動化機器の設置状況
ＡＴＭ（現金自動預入・支払機）の設置台数

店舗名
本所

下郷出張所

J A 設置

信連設置

所在地
大分市舞鶴町一丁目4番15号
中津市耶馬溪町大字大島215-4

代表電話番号
097－538－6385
0979－56－3010

72 

2 

48 

3 

店舗内 店舗外

（2020年3月31日現在）

（2020年3月31日現在）

名　称 所在地 設立年月日 資本金 当会出資比率 業務内容

（株）九州地区
農協オンライン
センター

福岡市南区横手
2－13－35

昭和52年
10月１日

85億円 13.9％

（2020年3月31日現在）

九州7県 J A・信連の信用
事業に関する情報処理シス
テムの開発・保守・運用
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■ 沿革・あゆみ

1948

1954

1961

1963

1968

1971

1973

1974

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1984

1985

1986

1987

1989

1990

1991

1993

1994

1996

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2015

2017

昭和23年

昭和29年

昭和36年

昭和38年

昭和43年

昭和46年

昭和48年

昭和49年

昭和51年

昭和52年

昭和53年

昭和54年

昭和55年

昭和56年

昭和59年

昭和60年

昭和61年

昭和62年

平成  1年

平成  2年

平成  3年

平成  5年

平成  6年

平成  8年

平成10年

平成11年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成27年

平成29年

大分県信用農業協同組合連合会設立

農林漁業金融公庫代理業務開始

県下農協貯金100億円を達成

事務所を大分市舞鶴町の（新）農業会館へ移転

住宅金融公庫受託業務開始

県下農協貯金500億円達成

電算機ＧＥ－120導入

県下農協貯金1,000億円達成

農協の内国為替取扱開始

系統為替オンライン県センター開通

九州地区農協オンラインセンター設立

県下農協貯金2,000億円達成

信連貯金1,000億円達成

全銀内為制度加盟

九州地区農協オンライン稼働

県下農協貯金3,000億円達成

農協の全銀内為制度への加盟承認

県下農協貯金4,000億円達成

県下農協信用事業完全オンライン化達成

信連貯金2,000億円達成

国債窓口販売業務開始

大分地域ＣＤネット取引開始

信連貯金3,000億円達成

県下農協貯金5,000億円達成

新しい農協の愛称「 ＪＡ」を採用

ＪＡ信用事業次期オンラインシステム基本計画策定

県下農協貯金6,000億円達成

信用事業新オンラインシステム稼働

大分市収納代理金融機関事務取扱開始

「 ＪＡバンク」(愛称）の導入

投資信託窓口販売業務開始

ＪＡネットバンク（インターネットバンキング）開始

ＪＡバンクシステムの大分県本部設置

経営管理委員会制度の導入

信連貯金4,000億円達成

ＪＡＳＴＥＭシステム稼働

大分県農業協同組合 発足

ローンセンターシステム稼働

48億円の資本増強

ＪＡＳＴＥＭ新システム稼働

系統サービサー西日本支店参加

信用事業譲受けに伴い下郷出張所開設

信連貯金5,000億円達成
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■ ご案内

■ ホームページ

各種キャンペーンなどの情報は、  ＪＡバンク大分のホームページでご覧いただけます。

■ ＪＡバンク大分の相談窓口

　ＪＡバンク大分では、より一層の「安心」「信頼」をお
届けするために「 ＪＡバンク相談所」を設けております。
　お客様がお取引などでお困りの際は、ご遠慮なく
ご相談ください。

一般社団法人 ＪＡバンク相談所
ＴＥＬ：03－6837－1359
受付時間:午前9時～午後5時
(金融機関の休業日を除く)

■ ＪＡバンク大分エリアマップ

J A大分信連のホームページ
https://www.jabank-oita.or.jp/sinren/

J Aバンク大分のホームページ
https://www.jabank-oita.or.jp/

〒870-0854　大分市大字羽屋600番地の10
TEL：097－535－7600　
FAX：097－544－2025

〒874-0845　別府市大字鶴見45番地の3
TEL：0977－66－8777　
FAX：0977－66－1229

〒879-4403　玖珠郡玖珠町大字帆足357番地の1
TEL：0973－72－1135　
FAX：0973－72－2301

〒879-4911　玖珠郡九重町田野1624－21番地
TEL：0973－79－2011

〒877-0201　日田市大山町西大山3487
TEL：0973－52－3151　
FAX：0973－52－2448

J A大分信連　本所

J A大分信連　下郷出張所
 J Aおおいた
 J Aべっぷ日出
 J A玖珠九重

1

1

2

2

 J A九重町飯田
大分大山町農協

4

4

5

5

3

3

豊後高田市

宇佐市

杵築市
中津市

日田市

大分市

別府市

由布市

竹田市
豊後大野市

臼杵市

津久見市

佐伯市

国東市

Ｊ  Ａ  おおいた

Ｊ Ａ べっぷ日出

Ｊ Ａ 玖珠九重

Ｊ Ａ 九重町飯田

大分大山町農協


